
オペレーショナル 
リスクアペタイト 

www.pwc.com/jp 



2  PwC

目次

はじめに	 3

オペレーショナルリスク・アペタイトの定義により期待されるメリット	 4

オペレーショナルリスク・アペタイトに関する主な課題	 5

競合他社の動向に関する知見	 6

優れたオペレーショナルリスク・アペタイト・ステートメントの特徴	 7

オペレーショナルリスク・アペタイトの限界	 8

おわりに	 9

PwCにできること	 10



オペレーショナルリスクアペタイト  3

はじめに

2008年の金融危機から立ち直るため、また世界各国の規制当局のガイダンスに
対応するため、金融機関は強固なリスクアペタイト・フレームワークの設計と実
践に向けて、取り組みの高度化を進めてきた。金融機関の役員やトップ経営陣
に対する期待も高まり、これまで以上に強い当事者意識を持って組織全体のリス
クを理解し、明示し、管理することに加え「経営トップの姿勢」の明確化、すな
わち組織全体のリスクアペタイトを踏まえたリスクの定義、組織内へのコミュニ
ケーション、リスクの管理を行っていくことが求められている。このようなトッ
プダウンアプローチにおいて経営陣が行うべきことは、戦略目標達成のために組
織として選好するリスクのレベルを決め、そのリスクレベルの範囲内で確実に事
業が運営される体制を構築することである。また、リスクアペタイト・ステート
メントにおいては、経営陣は組織に関連する全てのリスクについて考慮しなけれ
ばならない。

元来、オペレーショナルリスク・アペタイトを定義することは、信用リスク・アペタイトや市場リス
ク・アペタイトを定義することに比べると、容易ではない。これは、オペレーショナルリスクは組織全
体に広く存在し、組織全体にわたって管理されているうえ、事業運営の結果として必然的に発生する
ことが多いためである。さらに信用リスクや市場リスクに比べて定量化しにくく、しかも（不完全な）
所要自己資本の数値以外にオペレーショナルリスクを測る「共通の尺度」も存在しない。そのため経
営陣は、オペレーショナルリスク・アペタイトを定義し、分かりやすく組織全体に伝達し、受け入れ
てもらい、事業における意思決定の指針として活用してもらうという義務を果たすため、常に苦労し
ている。
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基本的なメリットとして、オペレーショナルリ
スク・アペタイト・ステートメントにより、組織
が許容するリスクの量と種類が明確化されるとと
もに、リスクとリターンのトレードオフに関する
理解も深まるという点を挙げることができる。 リ
スクアペタイトの決定プロセスやその順守状況を
監視するプロセスを通じて、資本配分に関する意
思決定の根拠となる情報が充実し、リスクそのも
のやリスク管理能力に関する十分な理解をもとに
事業戦略上の決定を行うことが可能になる。

オペレーショナルリスク・アペタイト・ステー
トメントが明確に定義され、組織のトップの間で
十分に共有されることにより、取締役会や経営陣
のオペレーショナルリスクに対する姿勢に一貫性
が確保され、組織全体として許容できるリスクの
レベルに関する見解が、組織内だけでなく外部の
利害関係者（規制当局、投資家、格付け機関など）
に明確に伝わる。その結果、トップが提示したオ
ペレーショナルリスク・アペタイト・ステートメ
ントの文脈に即して、方針やオペレーションの限
界が設定される。ステートメントがなければ、そ
れらは個々さまざまに設定され、管理されること
になってしまう。

さらに、オペレーショナルリスク・アペタイト・
ステートメントは、戦略と日常業務との関連を明
確にすることにより、意思決定の有効性を高める
ことにも寄与する。これを機能させるためには、
オペレーショナルリスク・フレームワークにリス
クアペタイトを必ず組み入れ、細分化された測定
方法や指標とひも付けて、各部門で状況を追跡で
きるようにしておくことが必要である。

最終的には、オペレーショナルリスク・アペタ
イト・ステートメントも含めた詳細なオペレーショ
ナルリスク・アペタイト・フレームワークを、組
織のトップからオペレーションにかかわる意思決
定を行うレベルまで落とし込むことにより、オペ
レーショナルリスク・アペタイトは、組織全体で
適切なコントロールレベルを決定する際の指針と
して機能する。このことは、経営陣にとって、組
織が許容しようとしているオペレーショナルリス
クのレベルに見合う枠組みや統制を決定する際の
助けとなる。

オペレーショナルリスク・アペタイトの定義により期待されるメリット
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金融機関は、オペレーショナルリスク・アペタ
イトに関して、次のような課題を抱えている。

◦ オペレーショナルリスク・アペタイトを組織の
トップが明示すること。

　 オペレーショナルリスクは他のリスクに比べて
多面的であり、多様なタイプのリスクが存在す
ること、オペレーショナルリスクを測る「共通
の尺度」が存在しないこと、オペレーショナル
リスクは組織内の各部署で分権的に管理されて
いることが背景にある。

◦ オペレーショナルリスク・アペタイトとオペレー
ショナルリスク資本とを明確にひも付けること。

　 一般的に使われている先進的計測手法には、過
去の損失をもとに資本額を算出することで、現在
のオペレーショナルリスク・アペタイトを大きく
超える資本額が算出され得るという欠点がある。

◦ オペレーショナルリスク・アペタイトを組織全体
に分配すること。

　 オペレーショナルリスク・アペタイトの定性的
表現、もしくはリスク資本算出などにおける分
散効果を考慮すべき定量的表現において、特に
課題がある。

◦ オペレーショナルリスク・アペタイトを意思決定
に組み入れること。

　 そのためには、上層部が決定したステートメン
トと、事業部門レベルで意味のある個別具体的
なリスクや業績指標との関連を明確にしなけれ
ばならない。

オペレーショナルリスク・アペタイトに関する主な課題
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PwCが世界各国の金融機関とのやり取りを通
じて得た情報によれば、組織のトップでオペレー
ショナルリスク・アペタイトを決定し、それを組
織全体に浸透させる態勢は、いまだ発展途上のよ
うである。事実、最終的に事業上の意思決定改善
につながるようにオペレーショナルリスク・アペ
タイトを規定するにはどうすべきか、多くの金融
機関が苦慮している。

多くの金融機関では、通常、最上層部の見解
を外部のみに向けて公表し、組織としてのオペ
レーショナルリスク方針やリスクに対する姿勢
を説明している。その際、定性的表現と定量的
表現を組み合わせて使うことが多く、また、特
定のタイプのオペレーショナルリスクについて
ステートメントを作成するケースが多い。使わ
れる頻度の高い定量的表現としては、期待損失、
非期待損失、オペレーショナルリスク資本、そ
の他各機関の状況に合わせて設定したオペレー
ションの限度などがある（下表参照）。定性的表
現は、コンプライアンスリスクなど定量化が難
しい特定のリスクカテゴリーを対象とする場合
が多い（例：「当行は、当行がマネーロンダリン
グもしくは制裁迂回の目的で組織的に悪用され
ることを一切許容しない」）。

競合他社の動向に関する知見 

「多くの銀行は、オペレーショナルリスク・アペタイトやリスク許容
度に関するステートメントの作成は、信用リスクや市場リスクなど
他のリスクに比べて難しく、その理由は、オペレーショナルリスク
がもともと持つ性質や広がりに起因するものであると考えている。」

『健全なオペレーショナルリスク管理のための諸原則』の実施状況に関する
ピアレビュー結果 バーゼル銀行監督委員会（2014年10月） 

定量的尺度 特徴 例

期待損失 通常の（もしくは予測される）事業活動において組織が受け入れ
る意思のある損失額の観点から、オペレーショナルリスク・アペ
タイトを記述。

経営陣は、通常のオペレーショナルリスク事象による損失を、
収益のx％を限度として許容する。

非期待損失 一定（高い）の基準を超えて組織が受け入れる意思のある損失
額の観点から、オペレーショナルリスク・アペタイトを記述。

経営陣は、1件につきx百万米ドルを超える損失を許容しない。	
また、同一四半期において、z百万米ドルを超えるy件の損失を
許容しない。

オペレーションの限度 経営陣が受け入れる意思のある活動量（例：安全に処理が可能
なプロセス処理量）の観点から、オペレーショナルリスク・アペ
タイトを記述。

当行では、1日につきx件を超える口座開設を処理することはで
きない。

オペレーショナルリスク資本 オペレーショナルリスク・アペタイトを、任意の事業や活動に起
因すると経営が考えるオペレーショナルリスク資本額で示す。経
営陣が、事業や活動に関連すると考えるオペレーショナルリスク
資本量の観点から、オペレーショナルリスク・アペタイトを記述。

当事業のオペレーショナルリスクに配分が認められる資本は、
資本規制上の自己資本総額のx％を上限とする。
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PwCの経験では、こうしたステートメントを補
足するために、より細分化された現場に近い尺度
や基準を合わせて示すことが増えているようであ
る。それによって経営トップのステートメントが
事業にとって現実性のあるものになる。そうした
方法でリスクアペタイトを「オペレーション化」
するには、リスクが実際に発生し、それを管理し
ているレベルまで下ろせる基準を設定することが
必要である。

オペレーショナルリスク・アペタイト・ステー
トメントの性質を考慮すると、先進的計測手法

（AMA）を採用する銀行の多くが、オペレーショ
ナルリスク・アペタイト・ステートメント作成のた
めにより詳細な情報を収集し、同時に、オペレー
ショナルリスク・アペタイトを事業レベルまで落
とし込むためにより詳細な指標を導入しているこ
とは、驚くに値しない。しかしながら、多くの銀行
はいまだにこうした取り組みの実施に課題がある
と考えているようである。

PwCによるオペレーショナルリスク・アペタイ
ト・ステートメントに関する調査に基づき、優れ
たステートメントにはどのような特徴があるのか
を以下にまとめた。

◦ 定量的表現と定性的表現を組み合わせて使っ
ている。いずれか一方のみを使った場合の欠
点を、少なくともある程度までは軽減できる。

◦ 組織全体の戦略とのつながりが明確である。市
場リスクや信用リスクの場合と同様、経営陣は、
オペレーショナルリスクに関して組織としてど
こを目指すのか、各部門、各従業員に何を期
待するのかを、明確なストーリーとして語るこ
とができなければならない。

◦ 最上位のオペレーショナルリスク・アペタイト・
ステートメントは、オペレーショナルリスク管
理ツールとしての具体的な指標によって補足さ
れている。最上位のステートメントと事業レベ
ルの指標との関係を示すことにより、事業の現
場でリスクアペタイトが理解されやすくなる。

◦ 日常業務に取り入れやすい。オペレーショナル
リスク・アペタイト・ステートメントと重要リ
スク指標（KRI）との関連が明確でなければな
らない。また、ステートメントは、オペレーショ
ナルリスク・フレームワークと関連していなけ
ればならない（あるいはフレームワークの一部
となっていなければならない）。

◦ 経営陣が定期的にモニタリングしている。ま
た、市場リスクや信用リスクと異なり、オペレー
ショナルリスクの場合は、リスクリミットに「合
わせる」もしくは「到達する」ことは望まれて
いない。リスクリミットは単に超えてはならな
い上限としての意味しか持たない（市場リスク
の場合、収益創出のためにリスクを取っている
トレーダーにリスクリミット「ギリギリ」での
運用を期待する金融機関もある）。

優れたオペレーショナルリスク・アペタイト・ステートメントの特徴
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オペレーショナルリスク・アペタイトを効果的
に活用するには、オペレーショナルリスク管理の
実務や組織全体の文化がある程度成熟しているこ
とが前提条件となる。強力なガバナンス・フレー
ムワーク、リスクと業績の測定方法、経営情報、
リスク報告ツール、モニタリングとエスカレー
ションにかかわる手続きがあってこそ、経営陣が
リスクアペタイトを表明すること、事業部門でオ
ペレーショナルリスク・アペタイト・ステートメ

ントを意思決定に取り入れることが可能になる。
もし、オペレーショナルリスク資本をリスクアペ
タイトの尺度として使うならば、モデリングのア
ウトプットと事業部門への配分は、透明かつ直感
的に理解できるものにする必要があるが、これに
ついては多くの金融機関でいまだ課題として残っ
ていることが分かっている。また、リスク報告ツー
ルとそれを取り巻くプロセスは堅牢かつ安定した
ものでなければならない。

オペレーショナルリスク・アペタイトの限界
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金融機関は、戦略目標の追求において意識的に
受け入れるリスクの量という文脈において、これ
までになく意識的にオペレーショナルリスクを管
理することが必要となってきた。それを実践する
にあたって、オペレーショナルリスク・アペタイト
という考え方は不可欠である。しかし、組織のトッ
プがオペレーショナルリスク・アペタイトを明示
し、それを組織全体で意思決定の原動力として活
用することについては、依然として課題がある。

オペレーショナルリスクは多面的で、さまざま
なタイプのリスクを内在している。そのためオペ
レーショナルリスク・アペタイトの表明も、必然
的に多面的なものになる。金融機関は、オペレー
ショナルリスク・アペタイト・ステートメントに
おいて、通常、定量的表現と定性的表現を組み合
わせて使用し、リスク指標や業績指標を使って、
リスクのタイプ別あるいは事業部門別に現場へと
段階的に落とし込んでいる。オペレーショナルリ
スク・アペタイトの分配や経営レベルでの取りま
とめにおいては、定量的分析に加えて、経営陣の
判断がこれまでどおり重要な役割を果たす。

組織全体で、オペレーショナルリスク・アペタ
イトを意思決定に効果的に活用するには、安定
したオペレーショナルリスク管理フレームワーク
と、それを補完するリスク指標、業績指標が基本
的要件として必須である。逆の視点から見れば、
オペレーショナルリスク・アペタイトは、オペレー
ショナルリスク管理フレームワークの背景の設定
や整合性の確保のためのインプットを与えるもの
である。また、経営陣は、オペレーショナルリスク・
アペタイトにより、オペレーショナルリスクにか
かわる意思決定を戦略的な文脈において実施する
ことが可能となる。これらの点において、オペレー
ショナルリスク・アペタイトは、あらゆる堅実な
オペレーショナルリスク管理フレームワークの要
となるものであると言える。 

おわりに
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PwCにできること

◦ オペレーショナルリスク管理態勢の整備と運営の支援

‒  オペレーショナルリスク管理フレームワークの構築支援
‒  上記フレームワークの運営実施支援（内部損失データ収集・分析支援、シナリオ分析作成支援、ワー

クショップのファシリテート、規程・手続の作成支援、コンプライアンス部門との調整など、事
務局運営全般）

‒  リスク管理ソフトウェア（内部損失データ、外部損失データ、RCSA ／シナリオ分析、およびリス
ク管理を包含するGRCツール など）の選定・導入支援

◦ オペレーショナルリスクにかかわるリスクアペタイト・フレームワークの整備と運営の支援

‒  リスクアペタイト・フレームワークの構築支援（オペレーショナルリスクに限らず、リスク全体の
フレームワークを構築することが一般的です）

‒  管理指標の設定支援
‒  リスクアペタイト・ステートメントの作成支援
‒  レポーティング／ダッシュボードの構築支援

◦ 内部モデルによるオペレーショナルリスクの計量支援

‒  AMA移行を想定したコストメリット分析（簡易モデルによる試算など）、ギャップ分析
‒  オペレーショナルリスク計量アプローチの検討支援
‒  オペレーショナルリスク計量モデルの構築支援、計量・検証実施支援
‒  オペレーショナルリスク計量ソフトウェアの選定・導入支援

◦ リスクガバナンスのうち、上記にかかわる内部監査支援（コソース／アウトソース）

‒  リスク管理、コンプライアンスに関する内部監査
‒  規制準拠状況に関する内部監査
‒  リスク計量モデルの検証に関する内部監査

◦ リスクカルチャー醸成への対応、リスク管理運営技術の向上支援

‒  マネジメント研修（“Tone at the Top”の醸成支援）
‒  PwCリスクカルチャー・サーベイを通じた組織の統制環境分析、分析結果を踏まえた「価値観共

有型」研修の実施
‒  制度導入時における運営実施のための実務者研修
‒  中長期的なオペリスク管理・計量担当者の育成支援 



本件に関する詳細については、 
以下の担当者までお問い合わせください。

あらた監査法人
〒104－0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号
住友不動産汐留浜離宮ビル

原 誠一
パートナー
(080) 3407 1924
seiichi.hara@jp.pwc.com

辻田 弘志
ディレクター
(090) 1424 3247
hiroshi.tsujita@jp.pwc.com

お問い合わせ先
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